建築確認事前審査願書
指定確認検査機関

㈱日本確認検査センター　様
　　　　　　　　　　　　　　　　
貴機関に建築確認を申請するにあたり、下記書類を提出しますので、建築確認事前審査（構造計算適合性判定及び建築基準法施行令第9条に定める建築基準関係規定に係る部分を除く。）をお願いします。
	建築主
	

	申請地
	

	連絡先
	【事務所】 
	（担当者） 

	
	【TEL】

	
	【FAX又はメール】 


提出書類   
· 申請書    （  □ 正     □ 副     □ 消防控    □ 下見用 ）
· 設備図
· 構造図
· 構造計算書（  □ ルート１    □ ルート２    □ ルート３　  □ 仕様規定　）
· 建築計画概要書
· 建築工事届
· 調査依頼書・照会用書類　　[機関より調査報告書の発行依頼を行う場合のみ]
· 消防用設備設置計画書   計    部
	事前審査

受付日・番号
	


· 浄化槽書類  計    部
· その他
※以下、どちらかに必ずチェックお願いします。
· 省エネ仕様基準書類
· 省エネ適判不要
· 別途、省エネ適判申請
· 別途、その他申請で省エネ適判省略
　（　長期　・　評価　・　　　　　　）
【注意】

この事前審査は、建築基準法第１８条の３の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認審査へ円滑に移行するための暫定措置として実施するものであり、この結果を総合的に判断し、建築主等が自らの責任のもと、同指針に適合するよう確認申請書を作成して下さい。









